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西予市消防体制検討特別委員会 会議録 

 

１．招 集 年 月 日 令和２年１１月１０日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会第１委員会室 

１．開     会 令和２年１１月１０日 

          午前１０時５８分 

１．散     会 令和２年１１月１０日 

          午前１１時５４分 

１．出 席 委 員 

委員長  佐藤 恒夫 

   副委員長 信宮 徹也 

委員   宇都宮 俊文 

委員   河野 清一 

委員   小玉 忠重 

   委員   中村 敬治 

１．欠 席 委 員 

   委員   竹﨑 幸仁 

１．説明のため出席した者の職氏名 

   消防本部消防長  佐藤 克也 

   消防総務課長  宇都宮 憲治 

   明浜救急出張所長 山本 清久 

   消防署署長補佐  大竹 章由 

   野村支署署長補佐 加藤 光夫 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事務局次長 大内 俊二 

１． 会議に付した事件   

① 西予市消防本部等庁舎改築推進委員会の

協議内容について 

② その他 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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会 議 の 経 過 

開会：午前１０時５８分 

 

○信宮副委員長 

（開会宣告を行うとともに、委員長に挨拶を促

す） 

○佐藤委員長 

（佐藤委員長が挨拶を行う） 

○信宮副委員長 

続きまして、佐藤消防長、挨拶をお願いいたし

ます。 

○佐藤消防長 

（佐藤消防長が挨拶を行う） 

○信宮副委員長 

それでは、以降の進行は委員長にお願いいたし

ます。 

○佐藤消防長 

それでは、議題に入りたいと思います。西予市

消防本部等庁舎改築推進委員会の協議内容につい

てを、消防本部から説明をお願いいたします。 

○山本明浜救急出張所長 

事務局の山本です。第１回から第４回の庁舎改

築推進委員会における協議内容等の結果報告をさ

せていただきます。よろしくお願いします。 

２ページをごらんください。第１回委員会は、

標記の日程で委員11人御出席のもと行われました。

新庁舎建設の検討について、事務局から現状と課

題を報告し、その後、本部署庁舎の視察を行い、

委員会として、改築に向けて進めていくことで一

致していただきました。その直後、７月豪雨災害

が発生し、開催を中断いたしました。 

３ページをごらんください。西予市長からは、

災害への備えとして、災害拠点施設の建て替えに

ついて検討したい。また、広域的なことも考えて

いく必要があると挨拶をいただきました。 

４ページをごらんください。まず、消防庁舎の

現状と課題について、事務局から説明し、御検討

いただきました。この写真は、建築当時の本部署

及び野村支署の写真で、昭和53年に建築されてお

り、築42年が経過しております。 

５ページをごらんください。本部庁舎は、平成

16年に増築されております。 

６ページをごらんください。このグラフは、昭

和53年発足から令和元年までの救急件数、職員数、

車両台数の変遷をあらわしたもので、救急件数は

約６倍、職員数は２倍、車両は約２倍になってお

ります。 

７ページをごらんください。これは職員増員に

よる手狭な勤務環境と天井の雨漏り、台所とトイ

レの不衛生な状態です。 

８ページをごらんください。現庁舎の地震に対

する安全性を示すＩｓ値は、平成23年に0.6Ｉｓ

以上の判定を受けておりますが、防災拠点の基準

値の0.9Ｉｓには及ばず、不十分と言えます。 

９ページをごらんください。総務省消防庁では、

女性消防吏員比率が５％になるよう数値目標を示

しており、西予市消防本部でも、今後女性消防吏

員の採用を検討しておりますので、早急な整備が

必要と考えております。 

10ページをごらんください。現在の通信指令台

はおよそ12年を経過しており、現在協議中である

通信指令共同運用も含め、多機能型への整備が急

務と考えております。 

11ページをごらんください。委員の皆様からは

災害に対応するには時代離れしている、訪れた女

性にも対応できるようにしたほうが良い、職員の

生活空間が悪い等々御指摘をいただきました。 

12ページをごらんください。第２回委員会が標

記の日程で、委員10人御出席のもと行われました。

本部署と野村支署の規模及び候補地について御検

討いただきました。候補地については、支所は３

カ所から１カ所へ、本部署は９カ所から５カ所へ

と御検討いただきました。 

13ページをごらんください。まず、野村支署の

規模について御検討いただきました。職員人数か

ら総務省の地方債同意等基準により算出し、約

780平米と試算いたしました。２階建てですので、

建築面積は600平米となります。 

14ページをごらんください。必要な屋外スペー

スは2,700平米で庁舎建築面積600平米を合わせ、

最大敷地面積は3,300平米となりますが、ヘリポ

ートを除いた場合、敷地面積は約1,700平米とな

ります。 

15ページをごらんください。野村支署庁舎の候

補地について野村旧町内で３カ所選定させていた

だき、御検討をいただきました。 

16ページをごらんください。御検討の結果、野

村支署現在地での拡張について、裏の田園地を合

わせれば約2000平米の敷地は確保出来、主要関係

機関との連携がとりやすい場所にあることと約３
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分で到着可能なヘリポートがあることから、候補

地に残す御検討をいただきました。緑ヶ丘の野村

高校付近は浸水により孤立する可能性が否定出来

ないこと、新天神橋付近は浸水想定区域に当たる

ことから、候補地から外す御検討いただきました。 

17ページをごらんください。次に本部署庁舎の

規模について御検討いただきました。職員数が同

規模の消防本部署を見ても庁舎延床面積は、現在

の倍の2,000から2,500平米、敷地面積も3,000平

米以上は必要と考えます。また、ヘリポートを併

設しております消防署の敷地面積は8,000平米以

上になっています。 

18ページをごらんください。久万高原町消防本

部は、ヘリポート、ポンプ操法スペース、救助訓

練スペース、緊急消防援助隊集結スペースを整備

しており、今年の６月15日に建設部局と視察を行

っております。 

19ページをごらんください。この表は、当消防

本部がドクターヘリを要請した件数をあらわして

います。平成29年２月から運航が開始され、今後

もふえていくことが予想されております。 

20ページをごらんください。庁舎内スペースは

算定基準により算出し、約2,170平米と試算いた

しました。２階建てですので、建築面積は

1,640平米となります。 

21ページをごらんください。屋外スペースは記

載のとおり6,225平米となり、庁舎面積1,640平米

を合わせ、敷地面積合計は7,865平米と算出いた

しております。 

22ページをごらんください。庁舎及び敷地の規

模をまとめますと、本部署の庁舎延べ床面積は

2,000平米から2,500平米で、敷地面積は4,000平

米以上でヘリポートを整備すると8,000平米以上

の敷地が必要と考察いたしました。 

23ページをごらんください。本部署庁舎の位置

について、記載の選考基準項目を参考に御検討い

ただきました。 

24ページをごらんください。候補地の全体図は、

このように市役所から半径５キロメートル以内と

なっており、選考基準等を参考に御検討いただき

ました。 

25ページをごらんください。笠置トンネル付近

です。市街地高速道路から大きく離れるデメリッ

トがあるものの、候補地に残す御検討をいただき

ました。 

26ページをごらんください。西予市民病院付近

です。市街地高速道路から離れるデメリットがあ

るが、病院との連携が必要との観点から、候補地

に残す御検討をいただきました。 

27ページをごらんください。児童館付近です。

市街地にも近いのですが、国道までに踏切を通る

ため、さらなる協議が必要として、候補地に残す

御検討をいただきました。 

28ページをごらんください。明石浄水場付近で

す。国道に出るまで混み合う点があるが、さらな

る協議が必要として、候補地に残す御検討をいた

だきました。 

29ページをごらんください。せいよ西給食セン

ター付近です。敷地面積が狭いが西予インターチ

ェンジに近く、ヘリポートにも近いため、候補地

に残す御検討をいただきました。また、宇和牧場

付近は道路環境により、現在地は拡張困難により、

ルミエールひがしうわ付近とあるアルフレッサ付

近は土砂災害警戒区域により、候補地から外す御

検討をいただきました。 

30ページをごらんください。第２回委員会にお

いて、長期の建設スケジュールを御承認いただい

ております。 

31ページをごらんください。第３回委員会が表

記の日程で委員11人御出席のもと行われ、本部署

の候補地について、５カ所から３カ所への御検討

をいただきました。 

32ページをごらんください。候補地５カ所につ

いて、面積、取得費用、住宅等との距離、土地所

有者数で比較しております。 

33ページをごらんください。その結果、西予市

民病院付近について、転院搬送や病院実習、症例

検討等の条件から鑑みて、候補地に残す御検討を

いただきました。 

34ページをごらんください。児童館付近につい

て、踏切の件では1,100件の救急件数に対して、

踏切にかかる可能性が約5.5％、年間で40件から

50件が踏切にかかり、平均現場到着時間が数秒遅

れるとの見解から、現場到着時間を遅らせる要因

ではあるが、数秒単位のため影響は少ないとし、

現在地及び市街地に近いメリットがあり、候補地

に残す御検討をいただきました。 

35ページをごらんください。明石浄水場付近に

ついては宇和高校から国道への道路環境に問題が

あるが、候補地に残す御検討をいただきました。
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また、笠置トンネル付近は現場到着時間遅延の可

能性が否定出来ないこと、せいよ西給食センター

付近は浸水により、防災拠点が孤立する可能性は

否定出来ないことから、候補地から外す御検討を

いただいております。 

36ページをごらんください。候補地について、

第１候補は児童館付近、第２候補は西予市民病院

付近、第３候補は、明石浄水場付近に御検討をい

ただきました。 

37ページをごらんください。建設スケジュール

について表記のとおり、承認いただいております。 

38ページをごらんください。第４回委員会が下

記の日程で委員12人全員御出席のもと行われまし

た。設置要綱の説明、これまでの委員会報告をし

た後に議事に入り、野村支署の建設プランと本部

署の建設プラン及び今後のスケジュールについて

御説明し、御承認をいただいております。 

39ページをごらんください。野村支署庁舎から

御検討をいただきました。車庫内の全車両が駐車

展開できる広さが必要となります。 

40ページをごらんください。受付スペースを事

務所に設け、人員の効率化を図ります。 

41ページをごらんください。近年の仮眠室はプ

ライバシー確保の観点から、個室化となっており

ます。 

42ページをごらんください。出動準備室は火災

出動時において、防火衣を着装すると同時に現場

及び消防水利経路確認等により、円滑な出動を図

ります。 

43ページをごらんください。市民への救急講習

や職員の訓練研修スペース、体力向上のためトレ

ーニング室が必要です。 

44ページをごらんください。庁舎、建物につい

ては１階に執務スペース、２階は生活スペース、

屋外に訓練棟、耐震性防火水槽等が必要と考えて

おります。 

45ページをごらんください。規模、構造につい

て、職員人数18人から算定基準に基づき算定した

ところ、庁舎合計面積が約870平米となりました。

２階建てですので、建築面積は600平米となりま

す。 

46ページをごらんください。必要な屋外スペー

スにつきましては、1,100平米が必要で、建築面

積600平米と合わせて1,700平米となりました。な

お、庁舎建設プロジェクトチームではこの面積を

参考に検討し、７月豪雨災害における復旧復興事

業である災害公営住宅の建設用地について、市、

関係機関と協議を進めた結果、災害公営住宅建設

整備にあわせて、新野村支署建設にかかる用地を

取得することとなりました。 

47ページをごらんください。現在の野村支署が

赤枠の部分で、青枠の部分が新たに取得した用地

となり、合わせますと約1,900平米となります。 

48ページをごらんください。庁舎等を配置した

イメージ図です。来所者、職員用の駐車場、消防

車両の転回動線スペース、訓練スペースを確保し

ております。 

49ページをごらんください。１階と２階の平面

図です。屋上には貯水槽や自家発電装置を設置し、

災害に強い防災拠点としています。 

50ページをごらんください。ヘリポートについ

ては、復興事業の一環である防災広場にヘリポー

トを整備する計画案がありますので、有効活用で

きると考えております。 

51ページをごらんください。委員様からの質疑

においては、記載のとおりですが、財源について

は、合併特例債の活用期限が令和６年度中であり

まして、国が７割負担する有利な制度を活用する

ことを踏まえたスケジュールとなっております。

以上野村支署の建設プランについて、全会一致で

承認していただきました。 

52ページをごらんください。次に本部署新庁舎

プランについて御検討いただきました。本部署庁

舎、第２車庫、防災倉庫、訓練棟の４棟を計画し、

建築面積の合計は1,820平米としております。 

53ページをごらんください。庁舎の平面図とな

ります。屋内スペースにつきましては、本部署、

事務所、通信室、仮眠室、車庫、倉庫、食堂、ト

レーニングルーム等で合計2,150平米となります。

また、３階部分の訓練棟副棟合わせて、延べ

2,170平米になります。 

54ページをごらんください。庁舎内スペースの

算出方法につきましては、野村支署と同様に、総

務省の算定基準により算出し、概算基準面積は

2,170.62平米となります。 

55ページをごらんください。屋外スペースには

各種スペース、ヘリポート、駐車場があり、合計

6,180平米となり、必要となる建築面積、屋外ス

ペースの合計は約8,000平米と算定しております。 

56ページをごらんください。建設予定候補地は
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現在の消防署から、西へ宇和高山線を約400メー

トル走行した場所にあり、児童館西側の田園で敷

地面積約8,500平米あり、先ほど算出した建設予

定面積の8,000平米より少し広い敷地となります。 

57ページをごらんください。所有者は２人おら

れ、それぞれ約4,200平米を所有されており、合

計は8,491平米です。今年度の実施計画として不

動産鑑定を行い、その結果とあわせて地権者説明

を行い、来年度の予算請求をする予定です。 

58ページをごらんください。委員様からの質疑

においては、記載のとおりですが、用地買収につ

いて想定している規模と敷地面積が同等であるこ

とから、もう少し広めの購入計画としてはとの御

意見を賜りました。今後、将来的に検討していく

方向性を示し、全会一致で承認していただきまし

た。 

59ページをごらんください。今後のスケジュー

ルについて、現在通信指令センター共同運用につ

いて、新庁舎建設予定の宇和島地区消防本部と協

議中であり、通信指令センターの位置が未定であ

ること、合併特例債の活用期限である令和６年度

中での完成は必須であることから、野村支署の用

地買収等の進捗状況から鑑みて、野村支署から建

築工事を開始し、本部署庁舎を後にさせていただ

く変更案について、全会一致で承認していただい

ております。 

以上をもちまして、第１回から第４回の庁舎改

築推進委員会における協議内容等の結果報告とさ

せていただきます。御清聴ありがとうございまし

た。 

○佐藤委員長 

山本明浜救急出張所長ありがとうございました。

当委員会のほうの目的っていうところで常備消防

の施設整備や広域化に対する調査研究をするって

いうふうなことが目的として挙げられております

ので、本日の説明をしていただいたところであり

ます。 

この説明についてこれから質疑応答の時間を設

けたいと思います。説明についての何か質問等が

ありましたら挙手の上、お願いをいたします。か

なりページ数が多いですので、じっくり見てもら

って、ちょっとこういうふうなとこを聞きたいな

とかっていうとこがあるようでしたら。 

○河野委員 

野村の庁舎のとこなんですけれども、ヘリポー

ト、今度対岸の公園整備のとこに予定しておると

いうことなんですけども、1,300トンの放流まで

は大丈夫というふうに聞いたんですけども、平成

30年豪雨災害みたいな、1,800トン、900トン。そ

ういったときにはまた孤立というか、なる可能性

があるんじゃなかろうかと思うんですが、どっか

ここ以外に、消防庁舎の近くにヘリポートの建築、

上の運動公園があったらそこもいいかもしれんの

やけど、そういった計画というか、考えはないの

か聞いとったらと思います。 

○山本明浜救急出張所長 

今ほどヘリポートの件で御質問があった件です

が、現在野村球場を場外地のヘリポートに指定し

ておりまして、散水の必要があるんですけれども、

そこが約３分で到着するヘリポートとしておりま

す。また畜産センターのほうにもヘリポートを構

えておりまして、防災ヘリであったり、ドクター

ヘリだったり、畜産センターですのでいろんなト

ラックとかいろんな固定物があると、不祥事が生

じますけどもその２カ所で今、患者さんのヘリ搬

送については実施している状況です。それ以外に

ヘリポートの建設についてはちょっと計画出来て

ないような状態となっております。 

○中村委員 

ここの関係、今説明の中の範囲内だけですか。 

○佐藤委員長 

説明の中、それ以外に何か関連的なものがあり

ますか。 

○中村委員 

まだあと説明があるんですか。 

○佐藤委員長 

いや、説明は以上で終わりです。 

○中村委員 

今日は西予市消防本部等庁舎改築推進委員会の

この４回にわたる委員会の様子を説明していただ

いたわけですが、今年の２月10日のときにも佐藤

消防長から話がありましたように、今日、宇和島

市との共同運用の検討委員会も別途あるというふ

うな話でしたが、それぞれ委員会の委員の構成と

か人数とか、そういうところがちょっと私らはわ

からないんで、庁舎改築のほうはわかったわけで

すけれども、最初にあったように庁舎と共同運用

と三瓶消防エリアの問題、これは非常に密接不可

分の形になっとるおろうと思いますが、そういう

ことから鑑みてそういう共同運用についてもある
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から野村消防署を先行したいという話もありまし

たし、その辺のメンバー表とか、共同運用の検討

委員会の話もわかれば、聞きたいなと思ったとこ

ろなんですけれどもいかがでしょうか。 

○佐藤消防長 

それではただいまの質問ですが、共同運用につ

いての現状についてちょっと簡単に説明させてい

ただいたらと思います。現状ではコンサル業者が

入っていただいて、実際にやるとなったときの費

用、効果などの実際の調査を今していただいてい

るところです。この調査結果が１月ぐらいにほぼ

ほぼ完成する予定で、これをもとに委員会をつく

って、その調査の結果をもとに委員会で検討しよ

うというところでございまして現時点ではまだ委

員会が出来ていないという状況でございます。そ

の委員のメンバーについてもどこの範囲でやるの

かというところも今検討中でございます。 

それから、三瓶の問題につきましてはこれもま

だ委員会は出来ておりませんが、私どもの計画で

は今年度、市長部局のほうでいろいろな調整をし

ていただいて、来年度に消防部局同士の実施計画

を検討していくと言ったようなところでございま

すので、具体的なその委員会というものは出来て

いないという状況でございます。 

ただ、中村委員おっしゃるように、この３つの

問題というのは、非常に密接な関係を持っており

まして、庁舎完成の令和６年度中に完成をさせて、

令和７年４月１日からは全てのことが同時に進ん

でいくと開始されるということを目標にして進め

ているというところでございます。 

○中村委員 

今年の２月10日のときの佐藤消防長の話では共

同運用の話の中でやはり市長の考えとしては共同

運用についても、三瓶地区の問題を解決していく

のが先ではないかと、できればそれは円満解決す

るのが１番望ましい方向でありますという話であ

ったわけですが、その円満解決の方向に向けて何

かいろいろな行政サイドとして、取組は具体的に

されておるんですか。 

○佐藤消防長 

そこに向けての話合いは今されている状況です。

ただその話合いのレベルについては、まだまだ初

期の段階でございまして、内容を説明できる状況

には至っておりません。 

○中村委員 

３点目で三瓶地区消防が西予市へ入れば、地方

交付税法で上の原単位として三瓶地区の人口とか

面積とかを基にして、交付税が新たに上乗せされ

ると思うんですけれども、額としては地方交付税

の上乗せ額というのは算定されたことはあるんで

すか。 

○佐藤消防長 

交付税の算定自体は変更がございません。今の

交付税算定に基づいて、その額を一旦西予市にい

ただいた交付税を三瓶町の負担金として出してい

るという形でございますので、今後は事務組合も

し脱退することになれば、その負担金がゼロにな

るということで、三瓶町のために西予市が使うと

いう形になろうかというふうに考えております。 

○佐藤委員長 

ほかございませんか。 

○宇都宮委員 

55ページ、これ約8,000平米というようになっ

とりますが、やはり、来客、それから災害があっ

たときには外から来られたりということになった

ら、これ駐車スペースが全くないんで、その横の

写真見たらありますがもう１区画２区画ぐらいは

これやっぱ消防１番大事なとこなんで、来たとこ

に周り見てもどこにも駐車場がない。そこを考え

ると思い切ってもっと買収して緊急時には使える、

これじゃちょっとぎちぎちかなと思うんで予算か

かるのはわかりますが、なるべく大げさにでも準

備して、それにこしたことはないと思いますんで、

周りはもうこれ全く非常時、緊急時、車置くとこ

ろがないんで、出来たらこれはもっと後２枚ぐら

いでも買って、やるべきじゃないかなと思います。

また、議員のほうからも言う必要があるんじゃな

いかなと思いますが、どうでしょうか。 

○佐藤消防長 

宇都宮委員のおっしゃることは、第３回委員会

でも委員からいろいろと御提言をいただいて、な

るほどなというところはもちろん、ほとんどの委

員はそういうふうに考えております。緊急時とい

うのは恐らくその南海トラフであるとか、そうい

った大規模な災害で全国から応援隊が来ると、緊

急消防援助隊などが来るときの拠点になるという

のは、私ども考えておりまして、これの是非拠点

にしたい、そのぐらいの大きなものにしたいとい

う気持ちはございます。ただ現在では宇和運動公

園が進出拠点ということで今指定をされておりま
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すので、これに変えてこの場所が拠点にするんだ

というなことをしていくためには、少し手続なり

計画なりが必要なのかなあというふうには考えて

おります。今回は、庁舎建て替え用地というとこ

ろでありまして、新たに緊急消防援助隊の拠点施

設というところで事業を開始するんであれば、こ

れとはちょっと時期を離してやるべきなのかなと

いうふうにも考えております。ですので、この横

に土地があるのは、ここを見込んで、この土地を

選定しておりまして、将来的にはこの横に緊急消

防援助隊の拠点スペースを構えるべきではないか

というふうに私ども考えているところではありま

す。 

○宇都宮委員 

これせめてもう１枚ぐらい確保しておくべきじ

ゃないかなと私は思うんですが、どうでしょうか。 

○信宮副委員長 

これは、前回の委員会の時にも言わしてもらい

ました。 

○中村委員 

先ほどの説明の中でここの児童館の西脇という

ことを考えますとＪＲの踏切の遮断時間というの

が数秒程度と言われましたけれどもこれは年間

2,000件ぐらいの救急出動に対して、平均的に言

えば数秒と言われましたけれども、実際に例えば

ＡさんならＡさん、ＢさんならＢさん、特定の人

のときに、最長ここで遮断する時間というのはど

の程度あるんですか。私はあそこを再々通るんで

すけど待たされるときは相当長いんですけれども、

最長はどの程度という実測があるんですか。 

○山本明浜救急出張所長 

令和元年度に調査した結果ではあるんですけど

も普通の列車で約３分ぐらいは待つような感じで

継続したように動いております。特急列車ですと

30秒から１分ぐらいで通過するんじゃないかと、

そういう計算でこのような数字をちょっとたたき

上げて出しているといった状況です。 

○中村委員 

ちょっと聞き漏らしたかもしれんのですけれど

も何回ぐらいこれ１日あるいは年間そういう遮断

があるんでしょうか。 

○山本明浜救急出張所長 

11月のＪＲのダイヤで調査したところ、普通と

特急列車、上りと下りを合わせてですけども、１

日で48回遮断機がおりるという回数になります。

普通列車にあっては16便、特急にあっては32便、

合計48便というふうになっております。 

○中村委員 

そうしますと、結構１日48回多いか少ないかこ

れはいろいろあろうと思いますけれども、それに

対して２分とか１分半とか、いろいろ時間帯は

様々ですけれども、救急出動のときにかかる可能

性はあるんじゃないかなと思っておりますけれど

もその辺はこの委員会で余りこう議論はされなか

ったんでしょうか。 

○山本明浜救急出張所長 

委員会で議論されたかどうかのご回答なんです

けども、第３回委員会でこの件については、かな

り議論されていると伺っております。それで、通

信指令が今、宇和島になるのか西予になるのかま

だ決まっておりませんけども、通信指令の段階で

ダイヤを見て、今はこっちから来る、上り下りが

分かるようなダイヤになっておりますので、そう

いった形で迂回もできるかどうかも検討しながら、

上地区に行く場合は河川沿いを通ったり、久枝の

市道を通っていくとか場所にもよりますけども、

下地区に行くには運動公園下の高架下のガードを

通っていくとか、その場合には道が狭いので３分

から４分かかるというふうな計測もしております

けども、そういった対応は一応考えている次第で

す。 

○信宮副委員長 

今の説明がありましたが踏切の問題については

推進委員会のときも、委員が検討いたしまして、

踏切が閉まる時間というのは不定期ではなくても

きちんと決まっておりますので、その時間をきち

んと把握しておけば、川沿いを通ったりして、極

力、現場到達までの時間は減らせるのではないか

ということと、踏切はどうしても、今回の予定地

は踏切の図面でいうと左にありますけど、右にあ

っても現場が左だったら、踏切はどうしても通ら

なきゃいけないということで、踏切があるデメリ

ットありますが、そこまで踏切があることによっ

てこの候補地が駄目だろうということではないん

ではないかという委員会の意見ではありました。 

○小玉委員 

宇和島消防行ったときに、宇和島消防も建て替

えを検討しよるいうことで、私どもと似たような

時期に建て替える予定らしいんですが、うちらみ

たいなスケジュールは人んとこやけんわからない
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な。場所とかスケジュールがわかれば。 

○佐藤消防長 

宇和島とはこの話もいろいろと詰めている状況

で、西予市と同じ目標を立てて、令和６年中に建

設をして令和７年４月１日からは共同運用開始さ

れる、同時に新庁舎も開始されるというような目

標で進めておられます。今のところ、候補地は挙

がっております。10カ所程度上がっているようで

ございまして、その選定中であるということは伺

っております。 

○河野委員 

通信指令の共同運用、先ほどお話出とりました

けれども、この本庁舎と別の建物を建てるという

予定でおられるんですか。 

○佐藤消防長 

宇和島と西予の２消防本部でやった場合には、

どちらかの消防に併設するべきであろうというふ

うな考えで今おります。当初、南予地区の５消防

本部が全て一緒になるということになれば、それ

は独立した指令センターの運用が可能なんですけ

れども、人員の関係上、２消防本部ではやはりど

ちらかの消防に併設しないと人員の都合がつかな

いということでございます。ですので、今回宇和

島と西予ではどちらかの消防に併設するという計

画で進めております。 

○河野委員 

今、図面とか出されておる中にはないと、これ

とはまた別の併設プランを立てるというような感

じのニュアンスでいいんでしょうかね。 

○佐藤消防長 

そのとおりでございます。 

○中村委員 

今、宇和島市消防についてもお話がありました

ように、合併特例債の関係で西予市と同じ時期に

なるというような話でしたが、場所的に非常に宇

和島市は土地が狭隘なところでしますので三間の

ほうになるんかなというような気もせんでもない

んですけれども、それはともかくとして、西予市

消防本部がここの宇和児童館の西側になるという

のは南予全体をとらえたときにやはりその当初か

らの議論の的になっておったと思うんですが、南

予地区の拠点として、八幡浜市とか宇和島市とか

大洲市とか、いろいろあろうと思うんですけれど

も、まず一遍には無理としても長期的に見たとき

に南予地区の拠点となりうる位置なのかどうかそ

の辺はどのように考えておられるんでしょうか。 

○佐藤消防長 

先ほど宇都宮委員からの質問にもありましたよ

うに、私どもが目指しているのは、やはり大規模

災害時にその南予の中心となる核となるところを

目指しておりまして、この位置であればそのため

の広さの敷地は確保ができるというような考えで

ございます。ですので、これからいつまでにとは

これ言えませんけれども、将来的にはだんだんこ

う人口が減少していく中で、消防の統廃合という

のは避けれない状況であるというふうに考えてお

りまして、その場合にどこの位置に消防を置くべ

きかという議論になったときには、位置的な関係

上この西予市が最も中心的な位置にございますの

で、ぜひそのときの議論のときに西予市に持って

きてくださいと言えるような土地を構えておきた

いなというふうに考えているところです。 

○佐藤委員長 

暫時休憩します。（休憩 午前11時45分） 

○佐藤委員長 

再開いたします。（再開 午前11時50分） 

○信宮副委員長 

私、直近の改築推進委員会には出させてもらっ

たんですが、そのときには言ってなかったんです

けども本部と野村支署を両方とも建て替えられる

新築されるということで、ぜひとも検討をしてい

ただきたいなということがあるんですが、これか

らやはりドローンがいろんな場面で活躍するよう

になると思うんですよ。ドローンで撮ったリアル

タイムの画像を庁舎や支署のスクリーンにするこ

とも、もう現在リアルタイムで可能になっており

ますし、ぜひとも庁舎を設計するに当たって１番

高いところに、ヘリポートは出来ませんけれども

ドローンの発着場が出来たらいいなと思うんです

けれど、今のドローンは市販のものでも半径４キ

ロ、海外仕様ですと８キロまで飛べますし、でも

使っておる周波数帯が非常に高周波のものを使っ

てるんで、障害物にとても弱いので、出来たら１

番高いところにスペース的にはそんなにいません

から、この机ぐらいだったら十分ですから360度

見渡せるようなドローンの発着場をつくっておい

たら、今後のためにはなるかなと思うところがあ

ります。宇和島ではドローン部隊も出来ておりま

すし、西予市ではまだまだ多分これからどんどん

利活用されるものだと思いますので、ぜひとも御
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検討をしていただきたいと思います。 

○佐藤消防長 

御意見ありがとうございます。ぜひ勉強させて

いただきたいと思いますので今後よろしくお願い

いたします。 

○佐藤委員長 

ほかないようだったら、質疑のほうは終了させ

ていただきたいと思いますが、よろしいですか。

以上で質疑のほうは終了といたします。 

その他、何かありましたら。ございませんか。

ないようでございますので、本日は消防署の皆様

には本当にお世話になりました。資料作り等大変

時間を要したんじゃないかと思います。 

また当委員会のほうも一生懸命、建設に向けて

は、意見なり要望等をさしていただいて、すばら

しい消防庁舎が完成出来たらいいなと思っており

ますので、これからもどうかよろしくお願いをい

たします。 

本日はどうもありがとうございました。 

以上で委員会を終了させていただきます。 

 

 

（散会 午前１１時５４分） 
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